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会次第 

             

  開 会                       

１ 行政からの説明 

      熊本労働局              

九州経済産業局            

公正取引委員会            

熊本県 

      熊本市 

 

２ 意見交換 

各団体 

 

３ その他        

       

  閉 会                     



（順不同　敬称略）

氏　名 職　名 備考

山本　寛 日本労働組合総連合会熊本県連合会　会長

坂口　洋一朗 熊本県経営者協会　会長

久我　彰登 熊本県商工会議所連合会　会長

笠　愛一郎 熊本県商工会連合会　会長

上田　裕子 熊本県中小企業団体中央会　副会長

山中　満夫 株式会社熊本銀行　取締役専務執行役員

髙本　芳郎 株式会社肥後銀行　代表取締役副頭取

中山　広海 熊本県社会保険労務士会　理事・総務委員長

星野　光明 九州経済産業局　局長

木村　敬 熊本県　知事

岡田　芳和 熊本市　副市長

金谷　雅也 熊本労働局　局長

片山　寛之 熊本働き方改革推進支援センター　副センター長

渡辺　資文 熊本県よろず支援拠点　チーフコーディネーター

大矢　一夫 公正取引委員会事務総局九州事務所　所長

齊藤　智洋 日本労働組合総連合会熊本県連合会　副事務局長

松本　武久 熊本県経営者協会　事務局長

田村　仁 熊本県商工会議所連合会　事務局長

肱黒　修司 熊本県商工会連合会　経営支援部長兼経営支援課長

宮﨑　剛治 熊本県中小企業団体中央会　事務局長

渡邉　耕助 株式会社熊本銀行　人事部長

村上　貴志 株式会社肥後銀行　人事部 人事企画･ダイバーシティ推進グループ　企画役代理

高田　浩明 九州経済産業局　地域経済部　地域経済課　産業人材政策室　室長

伊藤　雅弘 公正取引委員会事務総局九州事務所　総務課　課長

時田　一弘 熊本県　商工労働部　商工雇用創生局長

荒木　貴志 熊本県　商工労働部　労働雇用創生課　課長

吉田　弘幸 熊本県　商工労働部　労働雇用創生課　課長補佐

堤　正治 熊本県　商工労働部　労働雇用創生課　主幹（労働企画担当）

東　恵 熊本県　商工労働部　労働雇用創生課　主幹

前田　憲志 熊本市　経済観光局産業部　雇用対策課　課長

山城　浩史 熊本市　経済観光局産業部　雇用対策課　主査

井手　方史 公益財団くまもと産業支援財団　企業支援部次長兼よろず支援拠点推進室長

大立目　勇治 熊本労働局　総務部　部長

斉藤　将 熊本労働局　労働基準部　部長

山田　怜 熊本労働局　職業安定部　部長

狭間　美恵 熊本労働局　雇用環境・均等室　室長

清水　公雄 熊本労働局　労働基準部　賃金室　室長

濱田　智子 熊本労働局　雇用環境・均等室　監理官

高宗　由枝 熊本労働局　雇用環境・均等室　室長補佐

藤生　健作 熊本労働局　雇用環境・均等室　企画調整係

働き方改革推進熊本地方協議会（地方版政労使会議）
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「働き方改革推進熊本地方協議会」開催要綱 

 
（名称） 
第１条 本協議会は、「働き方改革推進熊本地方協議会」（以下「協議会」という。）と

称する。 
 
（目的） 
第２条 協議会は、労使団体及び行政の関係者が一体となり、すべての労働者が活躍推進

できる多様な働き方の実現・定着、非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善、中
小企業・小規模事業者への支援に関すること等を推進することを目的とする。 
 併せて、労働施策総合推進法第１０条の３における協議会を兼務するものとす
る。 

    
（組織）  
第３条 協議会は、日本労働組合総連合会熊本県連合会、熊本県経営者協会、熊本県商工

会議所連合会、熊本県商工会連合会、熊本県中小企業団体中央会、熊本銀行、肥後
銀行、熊本県社会保険労務士会、九州経済産業局、熊本県、熊本市、熊本労働局の
代表者（以下「委員」という。）をもって構成する。ただし、必要に応じて委員を
変更することができるものとする。 

    また、協議会委員の他に、専門機関によるオブザーバーの参加を認めるものとす
る。 

 
（協議事項）  
第４条 協議会は目的達成のため、次の事項について協議を行う。 
    （１）すべての労働者が活躍推進できる多様な働き方の実現・定着に関すること 
       （２）非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善に関すること 
    （３）中小企業・小規模事業者への支援に関すること 
    （４）その他 
 
（協議会） 
第５条 協議会は、委員の要請に応じて事務局が招集する。また、協議会は公開を原則と

する。ただし、個人情報の保護に支障を及ぼす等、協議会が必要と認める場合は、
非公開で行うことができる。 

 
（事務局） 
第６条 協議会の運営に関する事務は、熊本労働局が行うものとする。 
 
（その他） 
第７条 これに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項はその都度協議し、決

定する。 
 
 
（附 則） この規約は、平成２７年１２月１５日から施行する。 
（改 正） この規約は、平成２９年９月２５日から改正施行する。 
（改 正） この規約は、平成３０年１０月３１日から改正施行する。 
（改 正） この規約は、令和４年４月１日から改正施行する。 


